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所得・消費動向（属性・地域別のばらつき）①
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2013 14


（月）
（年）


収入階層別の収入・支出（５～８月） 年齢階層別の収入・支出（５～８月）


所得階層別のマインド（収入の増え方） 規模別の所定内給与・特別給与（一般労働者）


（備考）総務省「家計調査」により作成。 （備考）総務省「家計調査」により作成。


(備考）１．内閣府「消費動向調査」により作成。収入の増え方を使用。
２．勤め先収入に占める賞与の割合は、低所得者（Ⅰ階層）では6.6％、高所得者層（Ⅴ階層）では


14.7％（総務省「家計調査」、2011～13年平均）。


（備考）１．厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。
２．８月は速報値。
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所得・消費動向（属性・地域別のばらつき）②
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(ガソリンの割合、％)


(1人あたりの車保有台数)


東京


大阪


北海道


栃木


群馬


茨城
山口


現金給与総額（一人当たり賃金）
消費者物価上昇率（８月）と消費に占めるエネルギーの割合


現金給与総額（一人当たり賃金：１－６月期の対前年比） 消費に占めるガソリンの割合と1人あたりの車保有台数
（都道府県別）


（全国＝100）


（備考）１．全国の数値は厚生労働省「毎月勤労統計調査」、その他の数値は各都道府県「毎月勤労統計調査」により作成。
なお、全国と各都道府県ではサンプル構成が異なることに留意を要する。


２．公表されている現金給与総額を常用労働者数によって加重平均して算出。
３．９道府県は、北海道、宮城県、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県。
４．10都道府県以外は、東京都と上記3以外の県。


（備考）１．総務省「平成22年基準 消費者物価指数の解説」、一般社団法人自動車検査登録情報協会「都道府県別・車種別自動車
保有台数」、総務省「住民基本台帳人口」より作成。


２．消費に占めるガソリンの割合は、消費者物価におけるガソリンのウエイト（平成22年基準）。
３．保有台数は、各都道府県の平成26年6月末現在の軽自動車を含む乗用車保有台数を20歳以上人口で割って算出。
４．人口は、平成26年1月1日時点の20歳以上。


（備考）１．総務省「消費者物価指数」により作成。生鮮食品を除く総合。
２．消費に占めるエネルギーの割合は、消費者物価におけるエネルギーのウエイト（平成22年基準）。
３．エネルギーは、電気代、ガス代、ガソリン代、灯油代等。
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所得・消費動向（属性・地域別のばらつき）③


地域ごとの百貨店売上高（全店ベース）


▲
夏物商戦は期待はずれに終わっている。天候のせいもあるかもしれ
ないが、意外に客の財布のひもが固い（東北＝商店街）。


▲
雨が続き夏とは呼べないような天気で、通常、夏の売上が一番高い
が、前年比１割減で販売量が推移している（九州＝コンビニ）。


［家計関連］ﾌﾟﾗｽ要因：駆込み需要の反動減が緩和、観光が好調


○


３か月前に比べると、消費税増税の影響が大きかった時計の売上
が回復傾向にある。また、影響が比較的少なかったファッションアイ
テムは、セールでの販売は前年並みであるが、秋物は例年どおり順
調な立ち上がりをみせている。全体的には販売量はほぼ前年並み
に戻っており、天候不順の特殊事情を除くとプラスになる（近畿＝百
貨店）。


○


中国語圏の観光客が増えたことから、売上は前年比110％となっ
た。特に、晴天が続き、北海道らしい初秋のなか、豪華客船が９隻
入港したこと、今年で５回目を迎えた地元のイベントが行われたこと
の効果が大きい（北海道＝一般小売店［土産］）。


［家計関連］ﾏｲﾅｽ要因：天候が不安定、財布のひもが固い


景気ウォッチャー調査（８月調査）・現状判断コメント


（◎：良、○：やや良、□：不変、▲：やや悪、×：悪）


地域ごとのスーパー売上高（既存店ベース）


（備考）1.日本百貨店協会「全国百貨店売上高概況」により作成。
2.10都市は、札幌、仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡の合計。


（備考）新日本スーパーマーケット協会資料より作成。 4


地域ごとの百貨店売上高（既存店ベース）(前年同月比、％)
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(前年同月比、％)
地域ごとのスーパー売上高（既存店ベース）


（備考）１．経済産業省「商業販売統計」により作成。8月は速報値。


２．税込みの売上高。







天候要因の個人消費への影響①：大雨による来客数の減少


○ 大雨の影響により、外食、コンビニなどでは来客数が減少。


○コンビニエンスストア
・業界団体によると、７月では台風８号による局所的な大


雨や梅雨明けの遅れ、８月では西日本における低気温と
台風11号・12号の影響により、客数が減少。


○外食
・景気ウォッチャーのコメント（８月）によると、「天候


不順による交通機関のまひなども影響して、来店数は前
年10％下回った（北海道）」「天候の影響もあるが、だ
んだんと来客数が減少しており不安である（中国）」と
の声。


○遊園地
・長崎県などで、台風等による入場者数の減少を指摘する


声。
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（備考）１．日本フードサービス協会、日本フランチャイズチェーン協会により作成。
２．外食は全店ベース。コンビニは既存店ベース。なお、外食の４－６月期及


び７－８月は、各月の前年比の単純平均。


ヒアリング・報道情報等客数及び単価の動向①


客数及び単価の動向②平均気温・降水量の推移


（備考）１．気象庁により作成。
２．北日本（北海道、東北）、東日本（関東甲信越、中部）、西日本


（近畿、中国、四国、九州）の平均値。
（備考）１．経済産業省「特定サービス産業動態統計」により作成。


２．税込ベース。
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2014年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月


９月
（～28日）


平年比 -0.1 0.7 0.9 0.8 -0.3 -0.7


前年差 0.4 0.8 0.1 -0.6 -1.5 -1.2


平年比 71.0 83.3 104.3 85.7 193.7 69.3


前年比 -43.0 55.3 22.7 6.2 60.5 -49.3


平均気温
（℃）


降水量
（％）







天候要因の個人消費への影響②：低気温による夏物商品の販売不振


○ 低気温により、家電（エアコン等）や飲料などの販売が不振。


平均気温と消費支出の関係（７－９月）


「冷夏でエアコン、冷蔵庫や扇風機等の夏物家電品
の売行きが悪い。」（中国、家電量販店）


「消費税率引上げの影響は和らいできているはず
が、実際にはあまり変わっていない印象である。天
候不順もあるが、衣食住のすべてで季節品の動きが
鈍くなるなど、客の購買動向には慎重さがみられ
る。」（近畿、スーパー）


「前年と比べてそれほど暑くならず、飲料や涼味商
品などの売れ行きが悪い。また、お盆商戦の期間中
は、台風などの天候不順の影響で売上は前年を下
回っている。」（近畿、スーパー）


（備考）１．総務省「家計調査」により作成。
２．家電は、「家事用耐久財」、「冷暖房用器具」の合計。飲料・酒類等


は、「飲料」、「酒類」、「ｱｲｽ・ｼｬｰﾍﾞｯﾄ」の合計。1986～2013年。
３．凡例の括弧内の計数は、消費支出全体に占める割合（2013年）。


今夏の夏物商品の売上高①


（備考）１．Gfkジャパン、気象庁により作成。
２．家電量販店の売上高。全店ベース。
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今夏の夏物商品の売上高②


（備考）１．KSP、気象庁により作成。
２．食品スーパーの売上高。既存店ベース。


景気ウォッチャー（８月）のコメント
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天候不順の個人消費への影響③：仮定的な暫定計算


○ 今夏の天候不順（低温・多雨）が７－９月の個人消費に与える影響は、▲0.2～▲0.7
兆円程度とみられる。７－９月の成長率としては、四半期で、個人消費で前期比▲0.3～
▲1.0％ポイント、ＧＤＰ全体で同▲0.2～▲0.6％ポイント押し下げると試算される。
（注）本試算では、天候不順による消費マインドの下押しを通じた消費抑制効果については明示的に考慮していない。


影響額


（兆円）
具体的な試算方法


（１）気温・降水量による影響
①気温が夏物商品等（気温
による影響が大きい品目）
に与える影響を試算


▲0.5


総務省「家計調査」等により、平均気温が、飲料、酒類、ア
イスクリーム、外食、白物家電、電気代の消費支出に与え
る影響を推計。それぞれの影響額を積み上げ。
（注）各品目の消費減を受けた他品目の代替需要増は考慮していないこと


に留意が必要。


②降水量が消費に与える
影響を試算


▲0.2
内閣府「国民経済計算」等により、降水量が個人消費に与
える影響を推計。


（２）天候に左右されやすい
とみられる品目の影響
を試算


▲0.2
消費総合指数から、白物家電、衣料品、飲料品、外食、旅
行を除いた系列と、公表系列との差分を、天候要因とみな
した。


（３）来店客数の減少による
影響


▲0.7
総務省「家計調査」の選択的支出について、来店客数の減
少を天候不順の影響とみなし、影響額を試算。


（備考）１．内閣府「国民経済計算」、総務省「家計調査」、気象庁などにより作成。
２．（１）の試算に当たっての①及び②の推計式は以下のとおり。それぞれ得られたパラメーターに、今夏の平均気温・降水量の実績を乗じて、消費へ


の影響度合い（前年比の押下げ寄与）を算出。2013年7-9期の実質民間最終消費支出に乗じることで、影響額を算出した。平均気温及び降水量は、北
日本、東日本、西日本の平均値を用いた。
①消費支出（前年比）＝α＊実収入（前年比）＋β＊平均気温（前年差） 推計期間：1986年～2013年の各年の7-9月期


気温の影響を受けやすい「飲料」「酒類」「アイス・シャーベット」「外食」「家事用耐久財」「冷暖房用器具」「電気代」について算出。
②実質家計最終消費支出（前年比）＝α＋β＊実質雇用者報酬（前年比）＋γ＊降水量（前年比） 推計期間：1994年～2013年の各年の7-9月期


３．（２）において、消費総合指数から白物家電等を控除した系列の７月の増減率は前月比▲0.4％。公表系列（同▲0.6％）との差分（0.2％ポイント）
に、実質民間最終消費支出の月次換算値を乗じて、７月の影響額（▲0.1兆円）を算出。８・９月も同程度の影響が生じると仮定。


４．（３）の試算に当たっては、来店客数の減少率（▲2％ポイント、来客数前年比の4-6月から7-8月への変化（コンビニ・外食））を個人消費のうちの
選択的支出（45％）に乗じることで、影響額（▲0.7兆円）を算出した。
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（参考）個人消費／住宅投資
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外食売上


前月比 前年比
６月 ▲1.7％ ▲1.8％
７月 ▲3.3％ ▲2.5％
８月 ▲0.5％ ▲2.1％


消費税率引上げ


（2005年＝100）


（月）
（年）


（備考）日本フードサービス協会により作成。内閣府による季節調整値。


（備考）日本自動車販売協会連合会、全国軽自動車協会連合会により作成。内閣府による季節調整値。


（備考）経済産業省「商業販売統計」により作成。全店ベース。
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特例の契約期限→


(1995/2012年平均=100)


８月：84万戸


前月比 前年比
７月 ▲5.0％ ▲14.1％
８月 ＋0.7％ ▲12.5％


（備考）国土交通省「住宅着工統計」により作成。季節調整値。
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小売業販売額（名目・税込）


８月前月比
小売業 ＋1.9％
百貨店 ＋5.9％
スーパー ＋1.4％
コンビニ ▲1.1％


消費税率引上げ
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消費税率引上げ


新車販売台数（含軽）


1995年～


2012年～


消費税率引上げ


前月比 前年比


７月 ▲1.7％ ▲2.6％


８月 ▲0.1％ ▲9.5％


９月 ＋10.2％ ▲3.2％


（1993～95年、2010～12年＝100）
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完全失業率と有効求人倍率（倍）


有効求人倍率


(月)
(年)


完全失業率
（目盛右）


（％）


完全失業率
７月 3.8％（15～24歳 6.7％）
８月 3.5％（15～24歳 5.4％）


有効求人倍率
７月 1.10
８月 1.10 
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（参考）雇用・賃金・所得
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現金給与総額（一人当たり賃金）(前年比、％)


(月)
(年)


現金給与総額


特別給与


所定内給与


所定外給与


８月
＋1.4％
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（月）
（年）


（2012年1月=100）


実質雇用者所得
雇用者数


現金給与総額


雇用者所得の動向


消費税率引上げ


実質雇用者所得
（４－８月期平均）


前年比 ４－８月期平均
実質雇用者所得 ▲1.4％
現金給与総額 ＋1.2％
雇用者数 ＋0.7％


（備考）厚生労働省「職業安定業務統計」、総務省「労働力調査」により作成。季節調整値。


（備考）厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。８月は速報値。


（備考）厚生労働省「毎月勤労統計調査」、総務省「労働力調査」により作成。季節調整値。


(備考)１．厚生労働省「毎月勤労統計調査」により作成。季節調整値。８月は速報値。
２.「パートタイム労働者」とは、１日の所定労働時間及び一週の所定労働日数が一般の労働者より短い者をいう。


「一般労働者」とは、パートタイム労働者でない者をいう。
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（参考）物価


（備考）１．総務省「消費者物価指数」により作成。季節調整値。
２．「生鮮食品、石油製品その他特殊要因を除く総合」（コアコア）は、「生鮮食品を除く総合」（コア）から石油製品


（ガソリン、灯油、プロパンガス）、電気代、都市ガス代、及びその他の公共料金等を除いたもの。


（備考）総務省「消費者物価指数」により作成。


（備考）総務省「消費者物価指数」により作成。


最近価格の変動がみられる品目
（８月以降の動き）


（備考）１．総務省「消費者物価指数」、経済産業省「石油製品価格調査」、各種報道情報により作成。
２．前月比は、消費者物価（全国）。８月末及び９月４週目のガソリン価格は、石油製品価格調査。
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（月）
（年）


ガソリン


（2010年＝100）


消費税率引上げ


消費者物価（ガソリン・電気代・生鮮食品、税込み）


生鮮食品（目盛右）


電気代


（2010年＝100）


2014年８月 前月比 前年比


ガソリン ▲0.5% ＋5.7%


電気代 ▲0.3% ＋7.6%


生鮮食品 ＋3.9% ＋9.0%


生鮮食品


電気代


ガソリン


その他


○８月以降、台風11号の影響等により、きゅうり、はくさい、レタス等の価格が一
時的に上昇


○８月に原油価格（ドバイ）の下落等により値下げ（前月比▲0.5％）
○９月に原油価格（ドバイ）の下落等により値下げ（８月末：168.4円→９月４週
目：166.7円）


○８月にチョコレートで値上げ（前月比3.3％）
○８月に牛どんの値上げ（前月比2.8％）
○９月にヨーグルトの値上げ


○８～９月に全電力会社が値下げ（北海道電力を除く電力会社は10月も値下げ）
【例：東京電力管内での標準家庭】８月：▲32円、９月：▲32円、10月：▲54円
○北海道電力が10月から値上げ予定（標準家庭で月1,069円）
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消費者物価（消費税抜き）
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（2010年＝100）


生鮮食品を除く総合
（コア・固定基準）


生鮮食品、石油製品
その他特殊要因を除く総合
（コアコア・連鎖基準）


前月比


８月 コア（固定基準） ：▲0.2％


コアコア（連鎖基準）： 0.0％
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2010 11 12 13 14


消費者物価（消費税抜き）


（月）
（年）


（前年比、％）


生鮮食品を
除く総合


（コア・固定基準）


生鮮食品、石油製品
その他特殊要因を除く総合
（コアコア・連鎖基準）


前年比


８月 コア（固定基準） ：＋1.1％


コアコア（連鎖基準）：＋0.8％
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（参考）外需
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中国
（18.1%)


ＥＵ
（10.0%）


アメリカ
（18.5%）


輸出 前月比
７月 ▲0.4％
８月 ▲0.2％


（2010年=100）


（月）
（年）


地域別輸出数量


アジア（除く中国）
（36.2%)


（備考）財務省「貿易統計」により作成。季節調整値。括弧内は2013年の金額ウェイト。
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輸入数量
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（備考）財務省「貿易統計」により作成。季節調整値。


輸入 前月比
７月 ▲1.4％
８月 ▲2.3％


（備考）財務省「国際収支統計」により作成。
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（参考）生産
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鉱工業生産・出荷・在庫・在庫率


在庫（目盛右）


在庫率（目盛右）


出荷


生産


（2010年＝100）


予測調査


(月)


(年)


（2010年＝100）


（備考）１．経済産業省「鉱工業指数」により作成。季節調整値。


２．８月の数値は、速報値。９、10月の数値は、製造工業生産予測調査による。


生産（前月比）
７月 ＋0.4％ ８月 ▲1.5％


予測調査
９月 ＋6.0％ 10月 ▲0.2％


８月 112.7


８月 95.5








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


「休み方改革ワーキンググループ」について







休み方改革ワーキンググループの開催について 


 


平 成 2 6 年 9 月 2 6 日 


内閣府特命担当大臣（経済財政政策）決定 


 


 


１ 趣旨 


 ワーク・ライフ・バランスの推進、生産性の向上及び地域活性化に向けた課題と


具体的な方策等について、休み方の観点から検討するため、「休み方改革ワーキン


ググループ」（以下「ワーキンググループ」という。）を開催する。なお、ワーキン


ググループにおける議論の内容は、必要に応じて経済財政諮問会議に報告するもの


とする。 


 


２ 構成 


（１）ワーキンググループは、有識者により構成し、内閣府特命担当大臣（経済財政


政策）が開催する。 


（２）ワーキンググループの座長は、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）が指名す


る。 


（３）ワーキンググループは、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 


 


３ 庶務 


ワーキンググループの庶務は、政策統括官（経済社会システム担当）の協力を得


て、政策統括官（経済財政運営担当）において処理する。 


 


４ その他 


  前各項に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関する事項その他必要


な事項は、座長が定める。 


 


 


 







 


休み方改革ワーキンググループ メンバー 


 


 


 


神津 里季生 日本労働組合総連合会事務局長  


 


小室 淑恵  株式会社ワーク・ライフバランス社長  


 


    榊原 智子  株式会社読売新聞東京本社調査研究本部主任研究員 


 


    佐藤 博樹  国立大学法人東京大学社会科学研究所教授 


 


（座長）高橋 進   株式会社日本総合研究所理事長 


（経済財政諮問会議議員） 


 


    椋田 哲史  一般社団法人日本経済団体連合会専務理事 


 


矢島 洋子  三菱ＵＦＪﾘｻｰﾁ＆ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社主任研究員 


 


 


 


（７名） 


（五十音順、敬称略、役職は平成26年9月26日現在） 


 







主な論点 


 


１．ワーク・ライフ・バランスの推進、生産性向上等の観点か


ら、働き方とともに休み方を見直すことの必要性・重要性 


（１）有給休暇取得状況と長時間労働の国際比較 


（２）休暇取得と生産性との関係 


（３）仕事と仕事以外の生活の充実 


 


２．秋の連休の大型化等を実現する上での課題 


（１）自治体/教育現場/家庭/企業等から見た課題 


（２）実態を踏まえた、連休実現のための具体的方策 


（３）休みを地域活性化や観光に繋げるための方策  


 


３．休み方・働き方を向上させるその他の施策 


十分なリフレッシュと仕事の質の向上の両立について、企業


の事例を踏まえ、成功要因や課題を抽出・整理する。 


 












 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


「経済の好循環実現に向けた政労使会議」について 







 
 


経済の好循環実現に向けた政労使会議の再開について 


 


 


１．趣旨 


人口減少社会の中で成長を実現していくためには、女性のみならず、若者・


高齢者等の活躍も一層促していく必要がある。このような目的意識の下、経


済の好循環を確固たるものとするため、人手不足といった状況変化も踏まえ、


労使を取り巻く課題について政・労・使三者が大所高所から議論を行い、共


通認識を醸成することに意義がある。 


そこで、昨年の政労使会議でとりまとめられた取組の状況についてフォロ


ーアップするとともに、労働生産性向上を通じた好循環の維持・拡大に向け


た諸課題について議論するため、政労使会議を再開する。 


 


２．主な議論点 


１）賃金上昇に向けた取組など昨年の「政労使とりまとめ」記載事項のフォ


ローアップ 


２）労働の付加価値生産性に見合った賃金体系の在り方 


３）休み方と働き方改革を通じたワーク・ライフ・バランスの推進 


４）成熟産業から成長産業へ、都市から地方へ、能力発揮を最大化するため


の職業訓練・移動円滑化 


５）その他人手不足問題への対応・労働生産性向上に向けた取組（サービス


業の付加価値・労働生産性向上、女性・高齢者の活躍の場の提供、ICT の


利活用など） 


 


３．スケジュール（案） 


 ９月２９日に開始 


 １２月にとりまとめ。毎月一回程度開催。 







 
 


４．メンバーリスト 


（政府） 


安倍 晋三 内閣総理大臣 


麻生 太郎 副総理 兼 財務大臣 


菅  義偉 内閣官房長官 


甘利 明  内閣府特命担当大臣（経済財政政策）兼 経済再生担当大臣 


塩崎 恭久 厚生労働大臣 


小渕 優子 経済産業大臣 
 


（経済界） 


榊原 定征 日本経済団体連合会会長 


三村 明夫 日本商工会議所会頭 


鶴田 欣也 全国中小企業団体中央会会長 
 


（労働界） 


古賀 伸明 日本労働組合総連合会会長 


逢見 直人 全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟（UA ゼンセン）会長 


相原 康伸 全日本自動車産業労働組合総連合会会長 
 


（有識者） 


高橋 進  日本総合研究所理事長（経済財政諮問会議議員） 


樋口 美雄 慶應義塾大学教授 


吉川 洋  東京大学大学院教授 


 








経済財政諮問会議（平成 26 年第 16 回）議事次第 
 


 


平 成 26 年 10 月 1 日 （水 ） 


18 時 00 分 ～18 時 45 分 


官 邸 ４ 階 大 会 議 室  


 


 


１． 開 会 


  


２． 議 事 


（１） 経済再生と両立する財政健全化に向けて 


（２） その他 


 


３． 閉 会 


 


 


 


（説明資料） 


 


資料１－１ 経済再生と両立する財政健全化に向けて（有識者議員提出資料） 


資料１－２ 経済再生と両立する財政健全化に向けて（説明資料）（有識者議員提出資料） 


資料２   景気の現状について（内閣府） 


 


 


（配布資料） 


 


○  「経済の好循環実現に向けた政労使会議」について 


○  「休み方改革ワーキンググループ」について 
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経済再生と両立する財政健全化について 


 


平成 26 年 10 月 1 日 


伊藤 元重 


榊原 定征 


高橋  進 


新浪 剛史 


 


１． 経済再生と両立する財政健全化 


以下の４つの点に取り組み、名目３％程度、実質２％程度の民需主導の持続的成長


と、2015 年度の基礎的財政収支赤字対ＧＤＰ比半減、2020 年度の基礎的財政収支黒


字化の両立を目指すべきである。 


 


（１）マクロ経済情勢に対応した適切な経済財政運営 


 需給ギャップが縮小し、労働力を含めた供給制約が顕在化するこれからの局面に


おいては、公共投資の過度な拡大は、民需主導の持続的成長を阻害する可能性


がある。予算配分や税制面において、成長力を強化する政策に重点を置くほか、


公共投資については優先度の高いものに重点化すべき。 


 経済的・社会的便益の大きな人的資本への投資、設備投資、研究開発投資等の


推進に向け、予算・税制面の資源配分を重点化し、成長力・競争力を強化すべき。 


（２）国民負担増大の主因である社会保障給付の徹底した効率化・重点化 


 社会保障の給付を受けるだけでなく、費用を負担するのもまた国民である。年金や


医療・介護など、給付と負担のバランスをどの水準（2000 年以降、社会保障負担


率は 5.7％の上昇）でとるべきか、国民的な合意形成が改めて必要。それも踏まえ、


2020 年度までに、ポスト一体改革に取り組むことが必要。 


 先ずは、社会保障と税の一体改革の工程に基づいて社会保障の充実を図りつつ、


同時に、将来世代や企業の負担増の抑制に向けて、社会保障給付の効率化・重


点化についても、医療費の地域格差是正等の最適化目標と施策の関係に関する


費用対効果を踏まえつつ、具体化すべき。 


 また、人口減少社会の下、高齢者の負担を年齢で区別せず経済力に応じた負担


となるよう見直し、子育て等現役世代に対する現物を含めた給付のウェイトを高め


る必要がある。併せて、正規・非正規間の給付のバランスをとる必要がある。 


（３）地域の自立性を高め、頑張るものが報われる地方財政制度改革等 


 人口減少・高齢化の下でも効率的な行政システムをハード、ソフト両面から構築し


ていく必要がある。地方の自立性を高めるため、地方自治体による税収増や歳出


効率化のインセンティブを高める仕組みを強化すべき。 


 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系と、地域連携を進めるための


自治体間の財政調整が円滑に進む仕組みを構築すべき。 


 これまでの補助金等の問題を明確にし、それを踏まえて、各府省間の縦割を排し、


効果的に地域関連の予算・税制等を組み合わせられるよう、まち・ひと・しごと創生


本部が司令塔機能を発揮すべき（地域の雇用や活力等のＫＰＩ、評価の仕組みの


資料１－１ 
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設定等）。 


（４）効率的な予算のための仕組みの構築 


 昨年の予算の全体像と骨太方針の平成 26 年度予算への反映状況の検証を進め、


効率的な予算活用に取り組むべき。 


 当初予算のみならず、補正予算を含めた歳出効率化の取組とその実効性等を検


証し、今後の取組に活かすべき。 


 2020 年度の基礎的財政収支の黒字化に向けては、平成 27 年度予算編成等を踏


まえ、具体的な道筋を早期に明らかにできるよう検討を進めるべき。 


 内外の経済情勢が変動する中、2020 年の先をも見据えて対処することが重要。経


済と財政、社会保障の整合性を確保しつつ、今後 10 年程度の期間について、これ


らの展望とその道筋を示すべき。 


 


２． 平成 27 年度予算における主要３分野の重点課題 


 


  平成 27 年度予算編成に向けて、骨太方針 2014 や「日本再興戦略」改訂 2014 を踏ま


え、以下の課題について、結論若しくは基本的方向性を出す必要がある。 


（１）社会保障～見える化を通じた地域自らの取組強化、効率化を通じた負担増の抑制～ 


① 医療提供体制の改革実施、ＩＣＴも活用した都道府県レベルの医療費支出抑制


目標と地域医療ビジョンの設定や医療費適正化計画の改定、国全体での取組と


の整合性確保 


② 介護報酬の適正化と社会福祉法人の内部留保問題等への対応を含む補助金


等の制度改革 


③ 薬価の適正化と薬市場の健全化、そのための実態調査 


④ 年金のマクロ経済スライドの実施、年金受給の在り方等の検討、社会保険料納


付率向上への取組 


⑤ 生活保護（後発医薬品の使用促進による医療扶助、住宅扶助や冬季加算等の


各種扶助・加算措置等）の適正化の推進、等 


（２）地方財政～地方財政の健全化と自立化～ 


① 地方税収の改善等を踏まえた着実な財源不足解消、国の取組と歩調を合わせ


たメリハリの効いた歳出の重点化・効率化 


② 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築 


③ 自治体の財政自立化を促す可視化と地域自らの取組強化、等 


（３）社会資本整備～人手不足対策、民間活用、地域連携と集約化・効率化～ 


① 人手不足、資材コストの上昇等の下でのクラウディングアウト懸念へのバランスの


とれた対応（国際競争力の強化、国土強靭化、防災・減災へのこれまでの取組の


フォローアップと優先順位づけ等）、円滑な執行推進に向けた取組を強化するとと


もに、2020 年のオリンピック等を見据え、実施時期を含めた計画的な取組を推進 


② PPP/PFI 等民間活力を発揮させる取組のフォローアップと３年計画の着実な推進 


③ インフラ長寿命化、トータルコストの縮減に向けたマネジメント強化、公共インフラ・


サービスの集約化・効率化（都市機能の集積化、公共施設等の統廃合）、等 








経済再生と両立する財政健全化について
（説明資料）
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公共機関からの受注工事比率の長期平均からのかい離幅（％ポイント）


公共の相対変化が大→


←


不
足
超
過


過
剰
超
過→


建設労働過不足率の長期平均からのかい離幅（％）


←民間の相対変化が大


リーマンショック後の
景気後退期にあって
公共工事が受注を下
支え。


公共工事が抑制され
る中で、建設労働者
は過剰超過。


景気回復に伴い、民間
からの工事受注が回
復する中で、建設労働
者は不足超過。


⑤2013年秋～
2014年７月


①2008年４月～
2008年末


②2008年末～
2010年初


公共機関からの受
注シェアが高まる中
で、建設労働者は
不足超過。


④2011年年央～
2013年秋


③2010年初～
2011年年央


受注工事比率長期平均（2008年４月～2014年７月） 民間：76％ 公共24％


１．経済再生と両立する財政健全化


 需給ギャップが縮小し、労働力を含めた供給制約が顕在化するこれからの局面においては、公共投
資の過度な拡大は、民需主導の持続的成長を阻害する可能性がある。予算配分や税制面において、
成長力を強化する政策に重点を置くほか、公共投資については優先度の高いものに重点化すべき。


 経済的・社会的便益の大きな人的資本への投資、設備投資、研究開発投資等の推進に向け、予算・
税制面の資源配分を重点化し、成長力・競争力を強化すべき。


（１）マクロ経済情勢に対応した適切な経済財政運営


（備考）１．国土交通省「建設工事受注動態統計調査報告」「建設労働需給状況」により作成。
２．建築工事受注高は元請受注高（下請受注高は含まない）。公共機関及び民間等からの受注高
及び建設工事受注高に占めるシェアは各系列の季節調整値から求めた。


図１．建設工事受注高の官民シェア、建設労働需給の推移


官民の工事受注高が増加基調で推移する中、
公共機関からの工事受注高のシェアが増加


図２．建設工事受注高の官民シェアと建設労働需給の関係


公共事業の過度な拡大が
民需主導の持続的成長を阻害する可能性
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建設労働者過不足率（目盛右）


←


不
足
超
過


過
剰
超
過→


受注シェア平均（2008年４月～2014年７月） 民間：76％ 公共24％


（兆円）
（年度） 2008 2009 2010 2011 2012 2013


建設工事受注高 5.8 5.3 5.1 5.2 6.0 6.8
　民間等からの受注高 4.5 4.0 3.9 4.0 4.6 5.2
　公共機関からの受注高 1.3 1.3 1.2 1.2 1.4 1.7







 年金や医療・介護など、給付と負担のバランスをどの水準（2000年以降、社会保障負担率は5.7％の
上昇）でとるべきか、国民的な合意形成が改めて必要。それも踏まえ、2020年度までにポスト一体改
革に取り組むことが必要。


 2000年以降、一般会計のＰＢ対象経費に占める社会保障費のシェアは高齢化要因等で上昇。まずは、
社会保障の充実を図りつつ、将来世代や企業の負担増をしっかりと抑制していくよう、社会保障給付
の効率化・重点化も具体化すべき。


 高齢者の負担を年齢で区別せず経済力に応じた負担となるよう見直し、子育て等現役世代に対する
現物を含めた給付のウェイトを高める必要。また、正規・非正規間の給付のバランスをとる必要。


（２）国民負担増大の主因である社会保障給付の徹底した効率化・重点化


図２． ＰＢ対象経費に占める社会保障関係費等のシェア推移図１．税・社会保険料あわせた国民負担の推移


（備考）財務省資料により作成。


3
（備考）財務省資料により作成。2013年度までは決算、2014年度は予算。
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社会保障負担率（ＧＤＰ比）は、高齢化要因等で上昇し、
2014年度は19.1％（うち、公費は6.1％）


社会保障関係費のＰＢ対象経費に占める割合が上昇
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11年度から


12年度への


繰越額


(7兆円)当初予算


（90兆円）


補正予算


（10兆円）


12年度から


13年度への


繰越額


(8兆円)


12年度


歳出


12年度一般会計歳出（決算） 97兆円


当初予算


（93兆円）


13年度


歳出
補正


(5兆円)


13年度一般会計歳出（決算） 100兆円


（３）地域の自立性を高め、頑張るものが報
われる地方財政制度改革等


 人口減少・高齢化の下でも効率的な行政
システムをハード、ソフト両面から構築し
ていく必要。地方の自立性を高めるため、
地方自治体による税収増や歳出効率化
のインセンティブを高める仕組みを強化す
べき。


 税源の偏在性が小さく、税収が安定的な
地方税体系と、地域連携を進めるための
自治体間の財政調整が円滑に進む仕組
みを構築すべき。


 これまでの補助金等の問題を明確にし、
それを踏まえて、各府省間の縦割を排し、
効果的に地域関連の予算・税制等を組み
合わせられるよう、まち・ひと・しごと創生
本部が司令塔機能を発揮すべき（地域の
雇用や活力等のＫＰＩ、評価の仕組みの設
定等）。


（４）効率的な予算のための仕組みの構築


 予算の全体像と骨太方針の26年度予算への反
映状況の検証を進め、効率的な予算活用に取り
組むべき。


 補正予算を含めた歳出効率化の取組とその実
効性等を検証し、今後の取組に活かすべき。


 2020年度の基礎的財政収支の黒字化に向けて
は、27年度予算編成等を踏まえ、具体的な道筋
を早期に明らかにできるよう検討を進めるべき。


 2020年の先をも見据え、今後10年程度の期間に
ついて、経済と財政、社会保障の整合性を確保
した展望と道筋を示すべき。
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図．一般会計歳出当初予算、補正予算と繰越額（12年度・13年度の例）


当初予算、補正予算、前年度からの繰越金を含め
全体で効率的な予算とすべき


（備考）財務省「一般会計決算概要（剰余金）」各年度版および財政統計（予算決算等データ）第
１表により作成。







２．平成27年度予算における主要３分野の重点課題
（１）社会保障 ～見える化を通じた地域自らの取組強化、効率化を通じた負担増の抑制～


① 医療提供体制の改革、ＩＣＴも活用した都道府県レベルの医療費支出抑制目標と地域医療ビジョンの設定や医療費
適正化計画の改定を着実に実施すべき。国全体の取組との整合性確保するため、フィードバックメカニズムを構築
すべき。


② 介護報酬の妥当性を検証するとともに、黒字の多い社会福祉法人の内部留保（注）、補助の在り方等を検討すべき。
③ 薬価の適正化と薬市場の健全化に取り組み、適正な薬価を毎年の予算に反映すべき。そのため、実態調査を実施


すべき。
④ 年金のマクロ経済スライドの実施、年金受給の在り方等の検討、社会保険料納付率向上への取組を進めるべき。
⑤ 生活保護については、就労支援の強化、医療扶助・住宅扶助等の適正化等を推進すべき。 等


図１．薬価の推移


（備考）１．中央医療協議会「薬価改定の経緯と薬剤費及び推定乖離率の年次推移」により作成。
２．薬価改定後価格＝販売価格の加重平均値（消費税抜きの市場実勢価格×（１＋消費
税率）＋（現行価格×調整幅）。


３．平成元年、平成９年下段、平成26年の下段は消費税分。厚生白書によると、平成９
年４月の改定は、診療報酬改定を伴い、消費税率引上げに伴う改定を行うとともに、医
療保険制度改革の一環として、診療報酬の合理化・適正化を図ることが意図されたもの
とされている。 5


図２．介護事業の収支差率と一般事業会社の収益率比較


（備考）１．財務省「法人企業統計調査」、厚生労働省「平成25年介護事業経営概況調査」により作成。
２．収支差率は、（介護事業収入＋介護事業外収入）－（介護事業費用＋借入金利息＋特別損失）の収
入に対する比である。なお、法人企業統計調査の医療、福祉業は社会福祉法人を含まない。


３．計数は何れも2010年度と2012年度の平均値。
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全産業 医療、福祉 全産業 医療、福祉 全産業 医療、福祉


資本金1千万円未満 資本金1千万円以上


～ 1億円未満


資本金1億円以上 介護老人


福祉施設


介護老人


保健施設


（経常利益／売上高及び収支差率、％）


薬剤費ベース 医療費ベース
昭和63年4月1日 全面 13,636 ▲ 10.20 ▲ 2.90
平成元年４月1日 全面 13,713 2.40 0.65
平成2年4月1日 全面 13,352 ▲ 9.20 ▲ 2.70
平成4年4月1日 全面 13,573 ▲ 8.10 ▲ 2.40
平成6年4月1日 全面 13,375 ▲ 6.60 ▲ 2.00
平成8年4月1日 全面 12,869 ▲ 6.80 ▲ 2.60


▲ 4.40 ▲ 1.27
1.40 0.40


平成10年4月1日 全面 11,692 ▲ 9.70 ▲ 2.70
平成12年4月1日 全面 11,287 ▲ 7.00 ▲ 1.60
平成14年4月1日 全面 11,191 ▲ 6.30 ▲ 1.30
平成16年4月1日 全面 11,993 ▲ 4.20 ▲ 0.90
平成18年4月1日 全面 13,311 ▲ 6.70 ▲ 1.60
平成20年4月1日 全面 14,359 ▲ 5.20 ▲ 1.10
平成22年4月1日 全面 15,455 ▲ 5.75 ▲ 1.23
平成24年4月1日 全面 14,902 ▲ 6.00 ▲ 1.26


▲ 5.64 ▲ 1.22
2.99 0.64


平成9年4月1日 全面


全面


11,974


15,303平成26年4月1日


改 定 率
改正区分改正年月日 収載品目数


薬価改定によって実勢価を予算に反映させることが重要
社会福祉法人の収支差率は高く、内部留保問題の背景要因。


介護報酬について、公共料金としての妥当性を検証すべき


（注）内部留保額は累計２兆円程度との指摘。「規制改革実施計画」（平成26年６
月24日閣議決定）においては、「内部留保の明確化」として、①内部留保の位置


付けを明確化し、福祉サービスへの再投資や社会貢献での活用を促す、②社会
福祉法人に対して、明確な事業計画に基づく目的別の積立（退職給与引当金や
修繕積立金等の別途積立金の活用）を行うことを指導する、と記載。
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2012年度地方交付税交付額（人口一人当たり）


2012年度地方税収（人口一人当たり）


（円）


（備考）総務省「地方交付税に関する参考資料」平成26年度版・22年度版、地方財政統計年報平成24年度・22年度版より作成。平成


24年度の状況。全国平均は47都道府県の単純平均。税収については都道府県間での地方消費税清算後の額がカウントされてい


る。地方交付税交付額は、都道府県への交付額と市町村交付分（所在都道府県別）の合計。


（２）地方財政 ～地方財政の健全化と自立化～


① 地方税収の改善等を踏まえた着実な財源不足解消、
国の取組と歩調を合わせた歳出の重点化・効率化を
推進すべき（危機対応モードから平時モードへの切
替え）。


② 地方の自立性を高めるため、地方自治体による税収
増や歳出効率化のインセンティブを高める仕組みを
強化すべき。 等


（３）社会資本整備
～人手不足対策、民間活用、地域連携と集約化・効率化～


① 人手不足、資材コストの上昇等によるクラウディング
アウト懸念へのバランスのとれた対応（国際競争力の
強化、国土強靭化、防災・減災への優先順位づけ、実
施時期を含めた計画的な取組等）を進めるとともに、
円滑な執行推進に向け取組を強化すべき。


② PPP/PFI等民間活力を発揮させる取組のフォローアッ
プと３年計画の着実な推進を図るべき。


③ インフラ長寿命化、トータルコストの縮減に向けたマネ
ジメント強化、公共インフラ・サービスの集約化・効率
化を進めるべき。 等


図２．大規模で財政状況が良好な市町村でPFIの取組が先行


先進事例のノウハウを横展開し、すそ野を広げていくべき


（備考）１．藤波（2014）により作成。
２．総務省「平成23年市町村別決算状況調」、日本PFI/PPP協会「PFI年鑑2013」によるもの。
３．ＰＦＩの事業実績が３件以上の市町村。
４．自主財源とは、地方税や手数料等を指し、市町村の場合、国や都道府県からの交付税や
交付金以外のものと定義。自主財源比率とは、歳入に占める自主財源額の割合。 6


自主財源比率（％） 歳出額（億円）
市川市 68 1,320   
浦安市 68 597   
横浜市 65 13,956   
川崎市 64 5,756   
豊橋市 64 1,140   
千葉市 63 3,677   
西宮市 61 1,673   
福岡市 61 7,712   
京都市 57 7,595   
神戸市 56 7,423   
静岡市 55 2,743   
稲城市 53 325   
北九州市 52 5,215   
杉並区 51 1,527   
富山市 51 1,623   
鯖江市 47 251   
東根市 45 180   
米沢市 41 355   
仙台市 40 5,722   
紫波町 34 123   
市町村中央値 16 117   


図１．都道府県別の地方税収と地方交付税交付額


・東京都などを除き、一人あたり地方税収の差異は小さい。


・また地方交付税交付金は、基準財政需要（人口、高齢者人口、
寒冷補正等）に基づき算定される。
・地域の成長や自立を促す仕組みをより強化していく必要。





